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【用語説明】 

本マニュアル内で使用される用語について、以下に説明いたします。 

用語 説明 

ヘッダーメニュー 

 

 

クリックすると各管理画面が表示される。 

※業務メニューと同じ項目が表示される。 

業務メニュー 

 

管理システムのトップ画面に表示される、システ

ム内の機能一覧。 

クリックすると各管理画面が表示される。 

単一選択（ラジオボタン） 

 

回答欄に表示されている選択肢のいずれか 1 つ

だけ選択可能。 

単一選択（プルダウン） 

 

回答欄に表示されている選択肢のいずれか 1 つ

だけ選択可能。 

複数選択（チェックボックス） 

 

回答欄に表示されている選択肢が複数選択可

能。 

年月日記入欄 半角で記入してください（例：2013/04/01） 

任意アコーディオン 

  

アコーディオンが開いている時は「－」、閉じ

ている時は「＋」になります。 

「－」をクリックするとアコーディオンが閉じ

ます。 

「＋」をクリックするとアコーディオンが開き

ます。 

戻るボタン 

 

クリックすると直前の画面に遷移する。 
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1章  はじめに 

1.1. 被災状況確認について 

(1) 被災状況報告の目的  

近年、大規模災害が頻発していることにより、全国の介護サービス施設・介護事業所（以降合

わせて「事業所」という。）の被災状況、稼働状況など災害に関わる情報を国と地方自治体で

共有し、被災施設・事業所への迅速かつ適切な支援を行う必要があります。 

また、介護施設・事業所において、感染症の発生及びまん延が生じた場合等、マスクや手袋等

の防護具を要するため、これらの物資について全国の介護施設・事業所において配布要望がな

いか随時把握することが重要です。 

事業所は自ら報告を行い、都道府県（公表センター）（以降「都道府県」という。）は報告内

容を確認、集計するという作業を行う必要があります。 

それらの作業を効率的に行えるよう、都道府県、事業所（報告事務）との間で、『介護サービ

ス情報報告システム』（以降「報告システム」という。）を使って、インターネットで被災状

況を授受できるようにしています。 

対象となる介護サービスは 41 種類（予防サービスは本体サービスと一体的に報告）です。 
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(2) このマニュアルについて  

このマニュアルは、『介護サービス情報管理システム』（以降「管理システム」という。）に

おける「災害時情報共有システム」に関するメニューについて、都道府県、政令指定都市、一

般市区町村、および中核市向けの手順を説明するものです。 

⚫ 都道府県 

都道府県または都道府県指定情報公表センターを指します。 

⚫ 政令指定都市 

政令指定都市を指します。 

⚫ 中核市 

中核市を指します。 

⚫ 一般市区町村 

政令指定都市と中核市を除いた市区町村を指します。 

⚫ 事業所 

・介護サービス情報の公表制度の対象となる全国の介護サービス事業所・施設 

・公表制度の対象外のうち、都道府県・政令指定都市が指定する被災報告対象事業所 
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(3) 機能一覧  

現在利用できる管理システムの機能は以下の通りとなります。 

No. 機能名 備考 
都道府県 

政令指定都市 

中核市 

一般市区町村 

1 緊急連絡先 CSV 出力 災害時の緊急時の連絡先

を出力する機能。 
○ ○ 

2 被災状況確認対象事業所

管理 

被災状況確認対象事業所

を登録する機能。 
○ × 

3 災害管理 災害情報を登録する機

能。 
○ × 

4 被災状況集計 被災状況を集計する機

能。 
○ ○ 

5 備蓄状況報告確認 備蓄状況の報告内容を閲

覧する機能。 
○ ○ 

 

(4) 動作確認済み環境  

本システムは、Edge（Internet Explorer モードではない）、Safari、Chrome で動作確認して

おります。 

(5) LGWAN からの外部 URL 接続について  

本システムは LGWAN 経由で接続してご利用することができます。 

LGWAN ではセキュリティ対策の観点から外部 URL へのアクセスが制限されております。 

本システムを LGWAN 経由でご利用頂く場合にも、外部 URL へのアクセスが制限される為に外部

URL は開くことができません。該当箇所は以下の通りとなります。 

画面名 外部 URL へのアクセス制限がかかる箇所 

ヘルプ画面 「「Adobe Acrobat Reader」ダウンロードページへ」リンクをクリックし

た場合 

過去事例画面 「Q2 ブラウザの設定で注意点はありますか？」の各 URL リンクをクリッ

クした場合 
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(6) 使用禁止文字について  

以下に記載する文字や機種依存文字については、システムで対応しておりませんので、入力し

ないようご注意ください。 
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1.2. 被災状況報告対象サービスについて 

被災状況の報告対象とする介護サービスは 41 種類あります。 

サービス

コード 
サービス名称 

110 訪問介護 

120 訪問入浴介護（＊） 

130 訪問看護（＊） 

140 訪問リハビリテーション（＊） 

150 通所介護 

155 療養通所介護 

160 通所リハビリテーション（＊） 

170 福祉用具貸与（＊） 

210 短期入所生活介護（＊） 

220 短期入所療養介護（介護老人保健施設）（＊） 

230 短期入所療養介護（介護療養型医療施設）（＊） 

320 認知症対応型共同生活介護（＊） 

331 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）（＊）（**） 

332 特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）（＊）（**） 

334 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム：サービス付き高齢者向け住宅）（＊）（**） 

335 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム・外部サービス利用型）（＊）（**） 

336 特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム・外部サービス利用型）（＊）（**） 

337 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型)（有料老人ホーム：サービス付き高齢者

向け住宅）（＊）（**） 

361 地域密着型特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）（**） 

362 地域密着型特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）（**） 

364 地域密着型特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム：サービス付き高齢者向け住宅）

（**） 

410 特定福祉用具販売（＊） 

430 居宅介護支援 

510 介護老人福祉施設 

520 介護老人保健施設 

530 介護療養型医療施設 

540 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

710 夜間対応型訪問介護 

720 認知症対応型通所介護（＊） 

730 小規模多機能型居宅介護（＊） 

760 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
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770 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 

780 地域密着型通所介護 

550 介護医療院 

551 短期入所療養介護（介護医療院）（＊） 

900 サービス付き高齢者向け住宅（***） 

910 養護老人ホーム（***） 

920 有料老人ホーム（***） 

930 軽費老人ホーム（***） 

940 生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター）（***） 

950 公表対象外の介護事業所（***） 

※ （＊）は予防サービスを含みます。 

※ （**）のサービスは、情報公表制度の調査票報告で使用する ID とは別に被災報告を行

うログインユーザ ID を発行する必要があります。 

※ （***）は、被災報告のみを行うことができます。 

※ （**）、（***）のサービスが被災報告のために報告システムにログインする場合に選

択するサービス名は以下の表の通りとなります。 

サービス

コード 

被災報告のログインの際に 

選択するサービス名称 

サービス

コード 

調査票報告のログインの際に 

選択するサービス名称 

920 有料老人ホーム（***） 

331 
特定施設入居者生活介護（有料老人ホー

ム）（＊）（**） 

335 
特定施設入居者生活介護（有料老人ホー

ム・外部サービス利用型）（＊）（**） 

361 
地域密着型特定施設入居者生活介護（有料

老人ホーム）（**） 

- 
特定施設の指定を受けていない有料老人

ホーム 

930 軽費老人ホーム（***） 

332 
特定施設入居者生活介護（軽費老人ホー

ム）（＊）（**） 

336 
特定施設入居者生活介護（軽費老人ホー

ム・外部サービス利用型）（＊）（**） 

362 
地域密着型特定施設入居者生活介護（軽費

老人ホーム）（**） 

- 
特定施設の指定を受けていない軽費老人

ホーム 

900 
サービス付き高齢者向け住

宅（***） 
334 

特定施設入居者生活介護（有料老人ホー

ム：サービス付き高齢者向け住宅）（＊）

（**） 
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337 

特定施設入居者生活介護(外部サービス利

用型)（有料老人ホーム：サービス付き高齢

者向け住宅）（＊）（**） 

364 

地域密着型特定施設入居者生活介護（有料

老人ホーム：サービス付き高齢者向け住

宅）（**） 

－ 上記以外のサービス付き高齢者向け住宅 

910 養護老人ホーム（***） 

940 生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター）（***） 

950 公表対象外の介護事業所（***） 
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1.3. 被災状況確認のながれ 
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被災状況確認は次のような手順で実施します。 

フェーズ１ 被災状況確認計画の作成 

! 注意 

◼ 介護事業所は、事業所計画で登録されている事業所が被災状況確認対象となるの

で、当該フェーズの作業はありません。 

◼ 情報公表制度の調査票報告で使用する ID とは別に被災報告用のユーザ ID を発行す

るサービスおよび被災報告のみを行うサービスについて、被災状況確認計画を作成

します。 

No. 手順 説明 

1 事業所台帳の取寄せ ・情報公表システムで公表対象外となっている養護老人ホ

ーム、軽費老人ホーム、生活支援ハウス（高齢者生活福

祉センター）、介護報酬支払実績額 100万円以下の介護事

業所については、対象事業所の連絡先の情報を自治体で

入手しておく必要があります。 

・有料老人ホームは、先に生活関連情報管理システムで有

料老人ホーム情報を登録する必要があります。さらに対

象事業所の連絡先の情報を自治体で入手しておく必要が

あります。 

・サービス付き高齢者向け住宅は、「サービス付き高齢者向

け住宅情報提供システム」より取り込んだ事業所一覧を

システムより出力できますが、対象事業所の連絡先の情

報は自治体で入手しておく必要があります。 

・平時、緊急時の連絡先の情報として担当者、電話番号、メ

ールアドレスが必須です。 

2 被災状況確認計画作

成 

・当該自治体にて被災状況確認を行う事業所の一覧を CSV

データとして作成します。 

3 被災状況確認計画フ

ァイル取込み 

・2で作成した CSVデータを管理システムで取り込みま

す。 

4 ログイン ID・初期

パスワードの通知 

・自治体から事業所へログイン ID・初期パスワードを通知

します。 

5 パスワード変更 ・事業所が報告システムにアクセスし、パスワードを変更

します。 
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フェーズ２ 事業所被災状況報告 

No. 手順 説明 

6 災害情報の登録 ・大規模災害等が発災した際、国（厚生労働省）が事業所

の被災状況確認が必要と判断した場合に災害情報を登録

します。 

7 対象都道府県・政令

指定都市へ報告依頼 

・国（厚生労働省）から対象自治体へ報告依頼をします。 

8 報告依頼 ・対象自治体から事業所へ報告依頼をします。本システム

のメール一斉送信機能や各自治体のホームページ等で周

知してください。 

9 被災状況入力・提出 ・事業所が報告システムにログインし、被災状況を入力し

ます。 

 

フェーズ３ 被災状況確認 

No. 手順 説明 

10 被災状況報告の検

索・確認 

・自治体による被災状況の未回答事業所一覧を確認。必要に

応じて事業所へ報告を促してください。 

・システムでの報告ができない事業所については、自治体で

代理報告できます。 

11 被災状況報告デー

タ出力・集計 

・被災状況報告を CSV形式で出力します。出力した CSVを

EXCELに取り込んで管内事業所の被災状況集計に利用でき

ます。 

12 被災状況報告デー

タ出力・集計 

・国では全国分の被災状況報告を出力可能です。 
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2章  基本的な操作 

2.1. ログインする 

管理システムを開きます。URL は利用するネットワークにより異なります。 

ご利用のネットワーク環境に応じた URL を開いてください。 

インターネットからのアクセス：(https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/kanri/**/) 

LGWAN からのアクセス：(https://www.kaigokensaku.mhlw.hq.admix.go.jp/kanri/**/) 

URL の「**」には、二桁の都道府県コードを入力してください。 

1. ログイン画面で「ID」「パスワード」を入力し、「ログイン」ボタンをクリックし

ます。 

2. ログインに成功すると、業務メニュー画面を表示します。 

 

※ 中核市、一般市区町村は「生活関連情報管理システム」のアカウントでログインしま

す。 

※ 都道府県・政令指定都市は「介護サービス情報管理システム」のアカウントでログイ

ンします。 

※ 画像は中核市・一般市区町村でログインした場合のものです。  

「ID」「パスワード」

の入力をします
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2.2. メニューについて 

本システムにはメニューが 2 箇所あります。どちらからでも作業が可能です。 

ヘッダーメニューはすべての画面に共通で表示されます。 

業務メニューは、本システムのトップ画面である業務メニュー画面に表示されます。 

ログイン中のアカウントにより、表示されるメニューが異なります。 

(1) ヘッダーメニューから作業する  

・ 都道府県、政令指定都市の画面表示例 

 

・ 中核市、一般市区町村の画面表示例 

 

  

No. 機能名 備考 
都道府県 

政令指定都市 

中核市 

一般市区町村 

1 緊急連絡先 CSV 出力 災害時の緊急時の連絡先

を出力する機能。 
○ ○ 

2 被災状況確認対象事業所

管理 

被災状況確認対象事業所

を登録する機能。 
○ × 

3 災害管理 災害情報を登録する機

能。 
○ × 

4 被災状況集計 被災状況を集計する機

能。 
○ ○ 

5 備蓄状況報告確認 備蓄状況の報告内容を閲

覧する機能。 
○ ○ 

6 ログアウト 管理システムからログア

ウトする機能。 
○ ○ 

7 ヘルプ ヘルプ画面を表示する機

能。 
○ ○ 

8 ご利用条件 ご利用条件画面を表示す

る機能。 
○ ○ 

9 過去事例（Q&A） 過去事例画面を表示する

機能。 
○ ○ 
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(2) 業務メニュー画面から作業する  

・ 都道府県、政令指定都市の表示例 

 

※ 災害時情報共有システム以外の機能については介護サービス情報管理システム操作マ

ニュアルをご確認ください。 

・ 中核市、一般市区町村の表示例 

 

災害時情報共有システムに該当する

メニューのみ表示されます 

赤枠内が、災害時情報共有システム

に該当するメニューとなります 
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3章  被災状況確認対象を管理する（都道府県・政令指

定都市） 

3.1. 被災状況確認計画の対象となるサービスについて 

「1.3 被災状況確認のながれ」の「フェーズ１ 被災状況確認計画の作成」に該当する機能は

「被災状況確認対象事業所管理」で行います。 

被災状況の報告対象とする 41 種類の介護サービス（P5）のうち、被災報告用のアカウント登

録が必要となる事業所（（**）（***）のサービス）について、「被災状況確認計画」を作成

し、システムへ登録します。 

「被災状況確認計画」は被災報告用ログイン ID（被災状況確認事業所番号）・パスワード、お

よび、被災状況の集計に必要なデータを登録する CSV 形式のファイルとなります。 

「被災状況確認対象事業所管理」で登録を行うサービスは以下の通りです。 

サービス

コード 

被災報告のログインの際に 

選択するサービス名称 

サービス

コード 

調査票報告のログインの際に 

選択するサービス名称 

920 有料老人ホーム（***） 

331 
特定施設入居者生活介護（有料老人ホー

ム）（＊）（**） 

335 
特定施設入居者生活介護（有料老人ホー

ム・外部サービス利用型）（＊）（**） 

361 
地域密着型特定施設入居者生活介護（有料

老人ホーム）（**） 

－ 
特定施設の指定を受けていない有料老人

ホーム 

930 軽費老人ホーム（***） 

332 
特定施設入居者生活介護（軽費老人ホー

ム）（＊）（**） 

336 
特定施設入居者生活介護（軽費老人ホー

ム・外部サービス利用型）（＊）（**） 

362 
地域密着型特定施設入居者生活介護（軽費

老人ホーム）（**） 

－ 
特定施設の指定を受けていない軽費老人

ホーム 

900 
サービス付き高齢者向け住

宅（***） 

334 

特定施設入居者生活介護（有料老人ホー

ム：サービス付き高齢者向け住宅）（＊）

（**） 

337 

特定施設入居者生活介護(外部サービス利

用型)（有料老人ホーム：サービス付き高齢

者向け住宅）（＊）（**） 
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364 

地域密着型特定施設入居者生活介護（有料

老人ホーム：サービス付き高齢者向け住

宅）（**） 

－ 上記以外のサービス付き高齢者向け住宅 

910 養護老人ホーム（***） 

940 生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター）（***） 

950 公表対象外の介護事業所（***） 

※ （**）のサービスは、情報公表制度の調査票報告で使用する ID とは別に被災報告を行

うログインユーザ ID を発行する必要があります。 

※ （***）は、被災報告のみを行うことができます。 

以下の介護事業所につきましては、「被災状況確認対象事業所管理」での登録はございませ

ん。被災報告の場合も調査票報告用の ID と同じ ID でログインします。 

サービス

コード 
サービス名称 

110 訪問介護 

120 訪問入浴介護（＊） 

130 訪問看護（＊） 

140 訪問リハビリテーション（＊） 

150 通所介護 

155 療養通所介護 

160 通所リハビリテーション（＊） 

170 福祉用具貸与（＊） 

210 短期入所生活介護（＊） 

220 短期入所療養介護（介護老人保健施設）（＊） 

230 短期入所療養介護（介護療養型医療施設）（＊） 

320 認知症対応型共同生活介護（＊） 

410 特定福祉用具販売（＊） 

430 居宅介護支援 

510 介護老人福祉施設 

520 介護老人保健施設 

530 介護療養型医療施設 

540 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

710 夜間対応型訪問介護 

720 認知症対応型通所介護（＊） 

730 小規模多機能型居宅介護（＊） 

760 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
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770 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 

780 地域密着型通所介護 

550 介護医療院 

551 短期入所療養介護（介護医療院）（＊） 

※ （＊）は予防サービスを含みます。 

3.2. 被災状況確認対象事業所管理画面の起動方法 

ヘッダーメニューあるいは業務メニュー画面の「被災状況確認対象事業所管理」をクリックす

ると起動します。 
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3.3. 対象事業所を管理する 

被災報告用のログインユーザ ID（被災確認対象事業所番号）およびパスワードを発行する手順

は以下となります。 

(1) 事業所台帳の取り寄せ  

・情報公表システムで公表対象外となっている養護老人ホーム、軽費老人ホーム、生活支援ハ

ウス（高齢者生活福祉センター）、介護報酬支払実績額 100 万円以下の介護事業所について

は、対象事業所の連絡先の情報を自治体で入手しておく必要があります。 

・サービス付き高齢者向け住宅は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」より取

り込んだ事業所一覧をシステムより出力できますが、対象事業所の連絡先の情報は自治体で入

手しておく必要があります。 

・有料老人ホームは、前提として、「生活関連情報管理システム」にて登録が完了している必

要があります。さらに対象事業所の連絡先の情報を自治体で入手しておく必要があります。 

・「特定施設」の指定を受けている有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人

ホームの「調査票報告用 ID」で登録された緊急連絡先は、「緊急連絡先 CSV 出力」（P72）メ

ニューから出力することができます。 

・平時、緊急時の連絡先の情報として担当者、電話番号、メールアドレスが必須です。 

(2) 有料老人ホームの登録  

都道府県・政令指定都市・中核市が「生活関連情報管理システム」で登録します。 

生活関連情報管理システム

（https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/seikatu_kanri/index.php） 

 

 

 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/seikatu_kanri/index.php
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 登録方法は「操作マニュアル(生活関連情報管理システム 有料老人ホーム情報公表編)」を

ご確認ください。 

※ 政令指定都市は「生活関連情報管理システム」のアカウントでログインします。 

※ 都道府県は「介護サービス情報管理システム」のアカウントでログインします。 

(3) 被災状況確認計画作成  

被災状況確認計画は CSV ファイル形式で作成し、取り込みます。 

都道府県は中核市が生活関連情報管理システムへ登録した有料老人ホームについても被

災状況確認計画を作成する必要があります。 

サービスごとの被災状況確認計画ファイル（登録用 CSV 様式）は、サービスごとに用意

された「ファイル取込／ファイル出力」画面の「登録用 CSV 様式のダウンロード」リン

クからダウンロードできます。 

また、「登録用 CSV 様式の説明」リンクから、サービスごとの被災状況確認計画ファイ

ルの作成方法や注意事項を記載した説明ファイルをダウンロードすることができます。 

! 「登録用 CSV 様式の説明」ファイルは必ずご確認ください 

「被災状況確認対象事業所管理」画面を立ち上げ、該当サービスの「ファイルを取込／

出力する」ボタンをクリックします。 

 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/seikatu_kanri/index.php?action_seikatukanri_static_help=true
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◼ 「有料老人ホーム」は「生活関連情報管理システム」で登録した事業所の一覧を、

「サービス付き高齢者向け住宅」は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供シス

テム」より取り込んだ事業所一覧を「出力する」ボタンから出力できますので、ま

ず「ファイル出力」で現在登録されている事業所の一覧 CSV ファイルをダウンロー

ドし、それを編集して取込用ファイルとしてください。 

◼ 「有料老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」以外のサービスについては、

登録済みの事業所がない初回の登録の場合は、「登録用 CSV 様式のダウンロード」

で登録用 CSV 様式ファイルをダウンロードし、それを編集して取込用ファイルとし

てください。 

◼ 2 回目以降は、「ファイル出力」から現在登録されている事業所の一覧 CSV ファイル

をダウンロードし、それを編集して取込用ファイルとしてください。 

 

「有料老人ホーム」の被災状況確認計画ファイルの作成・取込み手順を例に説明します。 

①  該当サービスの「ファイルを取込/出力する」ボタンをクリックします 
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②  「出力する」ボタンをクリックします 

現状の被災状況確認事業所一覧ファイルを出力します 

 

      

③  確認ダイアログで「OK」をクリックします 

 

      

④  CSV ファイルダウンロードされます 

 

     

⑤  CSV ファイルを開きます 

CSV の開き方については、サービスごとの「登録用 CSV 様式の説明」に掲載しておりま

す。 

! 出力した CSV ファイルをダブルクリックして Excel 形式で開いてしまうと、12 桁以上

の数値データは、「1.23457E+11」のように指数表記で表示され、登録済みの被災確認

対象事業所番号（ID）が変更されてしまいます。 

! 「登録用 CSV 様式の説明」ファイルに CSV ファイルの開き方を掲載しておりますので必

ずご確認ください。 

 

⑥  CSV ファイルに必要項目を追記します 
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登録を行う事業所に被災確認対象事業所番号（ID）・初期パスワード、市区町村コー

ド、平時、緊急時の連絡先の情報等、必要事項を追記します。 

◼ CSV ファイルの入力項目「市区町村コード」は総務省の「全国地方公共団体コード」

を参照してください。 

参考 URL：https://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html 

! 「市区町村コード」が未入力の場合、被災状況集計画面、備蓄状況報告確認画面に

は表示されません。 

! 入力後は「名前を付けて保存」から「CSV（カンマ区切り）」形式で保存してくださ

い。 

! システム ID は自動で付与される ID となります。変更しないようにお願いいたしま

す。 

 

(4) 被災状況確認計画ファイル取込み  

取り込むサービスの「ファイルを取込/出力する」ボタンをクリックします。 

 

    

「ファイルの選択」ボタンをクリックし、(3)で作成した被災状況確認計画ファイル（登

録用 CSV ファイル）を選択します。 

「取り込む」ボタンをクリックします。 

https://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html
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結果が表示されます。  

 

(5) 被災状況確認計画ファイルの登録状況を確認  

もう一度、(3)被災状況確認計画作成の①～④の手順で最新の被災状況確認計画ファイル

を出力し、登録を行った事業所に被災確認対象事業所番号（ID）・初期パスワードが設定

されていることをご確認ください。 

(6) 被災確認対象事業所番号（ID）・初期パスワードの通知  

ログイン ID・初期パスワードを事業所へ通知します。 

「特定施設」の指定を受ける以下の表の（**）のサービスは、調査票報告の際に選択する

サービス名・サービスコードと、被災報告のために選択するサービス名・サービスコード

が異なりますので、被災報告用のサービス名・サービスコード（900 番台）も合わせて通

知してください。 

以下の表の通りとなります 

サービス

コード 

被災報告のログインの際に 

選択するサービス名称 

サービス

コード 

調査票報告のログインの際に 

選択するサービス名称 

920 有料老人ホーム（***） 

331 
特定施設入居者生活介護（有料老人ホー

ム）（＊）（**） 

335 
特定施設入居者生活介護（有料老人ホー

ム・外部サービス利用型）（＊）（**） 

361 
地域密着型特定施設入居者生活介護（有料

老人ホーム）（**） 

－ 
特定施設の指定を受けていない有料老人

ホーム 
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930 軽費老人ホーム（***） 

332 
特定施設入居者生活介護（軽費老人ホー

ム）（＊）（**） 

336 
特定施設入居者生活介護（軽費老人ホー

ム・外部サービス利用型）（＊）（**） 

362 
地域密着型特定施設入居者生活介護（軽費

老人ホーム）（**） 

－ 
特定施設の指定を受けていない軽費老人

ホーム 

900 
サービス付き高齢者向け住

宅（***） 

334 

特定施設入居者生活介護（有料老人ホー

ム：サービス付き高齢者向け住宅）（＊）

（**） 

337 特定施設入居者生活介護(外部サービス利

用型)（有料老人ホーム：サービス付き高齢

者向け住宅）（＊）（**） 

364 地域密着型特定施設入居者生活介護（有料

老人ホーム：サービス付き高齢者向け住

宅）（**） 

－ 上記以外のサービス付き高齢者向け住宅 

910 養護老人ホーム（***） 

940 生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター）（***） 

950 公表対象外の介護事業所（***） 

※ （***）は、被災報告のみを行うことができます。 

◼ 報告システムのログイン画面では以下のようにサービス名も選択する必要があります。 

 

 

 

調査票報告のログインの際に選択するサ

ービス名・サービスコード 

被災報告のログインの際に選択するサ

ービスコードは 900 番台となります 

事業所ログイン画面 



4章 4.1 災害情報管理画面の起動方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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4章  災害情報を管理する（都道府県・政令指定都市） 

災害情報を管理する機能です。 

4.1. 災害情報管理画面の起動方法 

ヘッダーメニューあるいは業務メニュー画面の「災害管理」をクリックすると起動します。 

 

 

  



4章 4.2 メール一斉送信方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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4.2. メール一斉送信方法 

(1) メール一斉送信する  

1. 該当の災害を選択し、「メール配信・確認」ボタンをクリックします。 

 

      

2. 送信するメール内容を入力し「一斉メール送信」ボタンをクリックします。 

 

  



4章 4.2 メール一斉送信方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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◼ 送付されるメール本文は以下のようになります。 

 

! メールの差出人は介護サービス情報公表システムヘルプデスクのメールアドレスと

なります。 

! 事業所からの問合せ先、介護サービス情報報告システム URL を明記してください。 

! URL は都道府県ごとに異なります 

◼ 介護サービス情報報告システム URL（**は都道府県コード） 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/**/index.php 

 

◼ 事業所の災害時情報共有システム（介護サービス情報報告システム）へのログイン

ID・パスワードのお問合せ先は「都道府県・政令指定都市」となります。 

 

 

 



4章 4.2 メール一斉送信方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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! 注意 

◼ 送信先で指定された都道府県、政令指定都市内の介護事業所、有料老人ホーム、サ

ービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、生活支援ハウス

（高齢者生活福祉センター）、公表対象外の介護事業所に一斉メール送信します。 

◼ 送信先メールアドレスには、緊急連絡先メールアドレスが指定されます。 

◼ 「特定施設」の指定を受ける事業所は「被災状況確認対象事業所管理」で登録され

ている緊急連絡先のメールアドレスに送付されます。 

◼ 介護事業所については以下の条件を満たしている事業所が送信対象となります。 

・非公表あるいは過去公表でない 

・休止、指定取消、廃止でない 

・削除されていない 

◼ 有料老人ホームについては以下の条件を満たしている事業所が送信対象となりま

す。 

・非公表でない 

・削除されていない 

◼ サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、生活支援ハウス

（高齢者生活福祉センター）、公表対象外の介護事業所については以下の条件を満

たしている事業所が送信対象となります。 

・削除されていない 

  



4章 4.3 メール送信履歴確認方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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4.3. メール送信履歴確認方法 

(1) メール送信履歴を確認する  

1. 該当の災害を選択し、「メール配信・確認」ボタンをクリックします。 

 

     

2. 確認したい送信履歴の「確認」ボタンをクリックします。 

 

3. 送信履歴の詳細が表示されます。 

 

  



5章 5.1 被災状況集計画面の起動方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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5章  被災状況の集計をする 

被災状況を集計する機能です。 

5.1. 被災状況集計画面の起動方法 

ヘッダーメニューあるいは業務メニュー画面の「被災状況集計」をクリックすると起動しま

す。 

 

 

  



5章 5.2 被災状況集計方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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5.2. 被災状況集計方法 

(1) 回答事業所の被災状況を集計する  

1. 集計する災害を選択し「選択」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

  



5章 5.2 被災状況集計方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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2. 検索種別で「回答事業所(回答数 1 回以上)」、または「回答事業所(回答数 2 回以

上)」を選択、その他検索条件を設定し「検索」ボタンをクリックします。 

重大な情報を選択すると、選択した重大な情報に該当する事業所に絞られます。 

経過日数を選択すると、選択した日数以前に更新された事業所に絞られます。 

被災確認担当市区町村を選択すると、選択した市区町村に該当する事業所のみに絞ら

れます。 

 

3. 検索結果が表示されます。 

  

ログイン中のアカウントで

集計可能な管轄内の市区町

村が表示されます 



5章 5.2 被災状況集計方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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(2) 回答事業所の被災状況報告内容を確認・編集する  

1. 回答事業所の検索結果画面で、「詳細」リンクをクリックします。 

検索結果の並び替え、画面切り替えについては「P42 検索結果の表示順変更、画面切

り替えをする」参照 

 

  



5章 5.2 被災状況集計方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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2. 選択した事業所の被災状況報告内容の確認・編集を行います。 

※ 以下の重大な被害の項目を 1 つ以上選択した状態で「更新する」ボタンをクリック

した場合、厚生労働省にメールを送信します。 

⚫ 「人的被害の状況」-「人的被害あり」 

⚫ 「建物被害の状況」-「軽微な被害あり(推定被害 80 万円未満)」または「重大

な被害あり(推定被害 80 万円以上)」 

⚫ 「避難・開所の状況」-「避難の必要性あり」または「支障あり(閉所中)」 

⚫ 「電気の状況」-「停電中」 

⚫ 「水道の状況」-「断水中」 

⚫ 「ガスの状況」-「停止中」 

⚫ 「冷暖房の状況」-「使用不可」 

【災害情報等①】 

  



5章 5.2 被災状況集計方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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【災害情報等②】 

 

  



5章 5.2 被災状況集計方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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【報告内容（新型コロナウイルス感染症対策に必要な物資）】 

「更新する」ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示されます。ダイアログの

「OK」ボタンをクリックすると、更新内容が保存されます。 

 

 

 



5章 5.2 被災状況集計方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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(3) 修正内容を表示する  

初回登録以降に被災情報を変更した場合、「修正された項目があります」というメッ

セージが表示され修正された項目が青枠で囲まれます。 

なお、初回登録時の内容と同じ状態に戻した場合は、修正とはみなされないため、こ

のメッセージと青枠は表示されなくなります。 

   【災害情報等①】 

  



5章 5.2 被災状況集計方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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【災害情報等②】 

 

  



5章 5.2 被災状況集計方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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【報告内容（新型コロナウイルス感染症対策に必要な物資）】 

 

  



5章 5.2 被災状況集計方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 

 

 - 39 - 

(4) 公表画面を表示する  

事業所の詳細画面では、公表情報がある場合、対象事業所の情報に「施設の基本情

報:詳細を開く」が表示されます。 

1. 「詳細を開く」リンクをクリックします。 

 

2. 別タブで公表画面が表示されます。 

  



5章 5.2 被災状況集計方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 

 

 - 40 - 

(5) 備蓄状況報告画面を表示する  

事業所の詳細画面では、備蓄状況報告がある場合、対象事業所の情報に「備蓄状況報

告画面を開く」が表示されます。 

1. 「詳細を開く」リンクをクリックします。 

 

2. 別タブで備蓄状況報告画面が表示されます。 

 

  



5章 5.2 被災状況集計方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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(6) 検索結果を CSV 出力する  

1. 検索結果画面で検索結果を CSV 形式で出力する場合、「CSV 出力」ボタンをクリッ

クします。 

検索結果の並び替え、画面切り替えについては「P42 検索結果の表示順変更、画面切

り替えをする」参照 

 

2. CSV ファイルが出力されます。 

! 補足 

◼ 都道府県で CSV 出力した場合は、都道府県の全量版と市区町村単位のファイルが出

力されます。  



5章 5.2 被災状況集計方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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(7) 検索結果の表示順変更、画面切り替えをする  

1. 一覧の並び替え 

「並び替え」プルダウンから選択した項目で並び替えを行います。 

また「昇順」ボタン、「降順」ボタンをクリックすることで並び順を切り替えること

ができます。選択しているボタンは非活性になります。 

選択項目：「重大な被害」「住所」「報告日時」「人的被害」「建物被害」「電気の

状況」「水道の状況」「避難の状況」「開所の状況」「ガスの状況」「冷暖房の状

況」 

2. 画面切り替え 

検索結果が表示件数よりも多い場合、ページ番号が表示されます。 

「<」「>」またはページ番号をクリックすることで画面の切り替えが行えます。 

 

  



5章 5.3 未回答事業所の管理方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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5.3. 未回答事業所の管理方法 

(1) 未回答事業所を検索する  

1. 検索する災害を選択し「選択」ボタンをクリックします。 

 

 

 

  



5章 5.3 未回答事業所の管理方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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2. 検索種別で「未回答事業所」を選択し、検索条件を設定し「検索」ボタンをクリッ

クします。 

「再送信メール最終送信日」欄に日付を入力すると、再送信メールの最終送信日が

入力した日付以前である事業所に絞られます。 

被災確認担当市区町村を選択すると、選択した市区町村に該当する事業所のみに絞

られます。 

 

  

ログイン中のアカウントで

集計可能な管轄内の市区町

村が表示されます 



5章 5.3 未回答事業所の管理方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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3. 検索結果が表示されます。 

検索結果を CSV 形式で出力する場合、「CSV 出力」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CSV ファイルが出力されます。 

 

  



5章 5.3 未回答事業所の管理方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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(2) 代理報告する  

1. 未回答事業所の検索結果画面で、代理報告を行う事業所の「代理報告」リンクをク

リックします。 

 

 

 

  



5章 5.3 未回答事業所の管理方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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2. 報告内容を入力し「報告する」ボタンをクリックする。 

※ 以下の重大な被害の項目を 1 つ以上選択した状態で「報告する」ボタンをクリック

した場合、厚生労働省にメールを送信します。 

⚫ 「人的被害の状況」-「人的被害あり」 

⚫ 「建物被害の状況」-「軽微な被害あり(推定被害 80 万円未満)」または「重大

な被害あり(推定被害 80 万円以上)」 

⚫ 「避難・開所の状況」-「避難の必要性あり」または「支障あり(閉所中)」 

⚫ 「電気の状況」-「停電中」 

⚫ 「水道の状況」-「断水中」 

⚫ 「ガスの状況」-「停止中」 

⚫ 「冷暖房の状況」-「使用不可」 

【災害情報等①】 

 



5章 5.3 未回答事業所の管理方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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【災害情報等②】 

 

  



5章 5.3 未回答事業所の管理方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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【報告内容（新型コロナウイルス感染症対策に必要な物資）】 

 

 

 

 

  



5章 5.3 未回答事業所の管理方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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「報告する」ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示されます。ダイアログの「OK」ボ

タンをクリックすると、報告内容が保存されます。 

 

 

 

 

「報告内容を保存しました。」というメッセージが表示され、「報告する」ボタンが非活性に

なります。 

 

! 補足 

◼ 被災情報を更新する場合は、「5.2 被災状況集計方法」より再検索してください。 

  



5章 5.4 メール再送信方法（都道府県・政令指定都市） 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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5.4. メール再送信方法（都道府県・政令指定都市） 

(1) 回答事業所にメールを再送信する  

1. メール再送信を行う災害を選択し「選択」ボタンをクリックします。 

  



5章 5.4 メール再送信方法（都道府県・政令指定都市） 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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2. 検索種別で「回答事業所(回答数 1 回以上)」、または「回答事業所(回答数 2 回以

上)」を選択、その他検索条件を設定し「検索」ボタンをクリックします。  



5章 5.4 メール再送信方法（都道府県・政令指定都市） 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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3. メール再送信を行う事業所のチェックボックスにチェックし「選択した回答事業所

へ再送信」ボタンをクリックします。 

 

  



5章 5.4 メール再送信方法（都道府県・政令指定都市） 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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4. 再送信するメール内容を入力し「メール再送信」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

! 注意 

◼ 事業所の送信先メールアドレスには、緊急連絡先メールアドレスが指定されます。 

◼ 都道府県・政令指定都市のみ可能な操作となります 

  



5章 5.4 メール再送信方法（都道府県・政令指定都市） 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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(2) 未回答事業所にメールを再送信する  

1. メール再送信を行う災害を選択し「選択」ボタンをクリックします。 

  



5章 5.4 メール再送信方法（都道府県・政令指定都市） 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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2. 検索種別で「未回答事業所」および検索条件を設定し「検索」ボタンをクリックし

ます。 

 

  



5章 5.4 メール再送信方法（都道府県・政令指定都市） 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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3. メール再送信を行う事業所のチェックボックスにチェックし「未回答事業所へ再送

信」ボタンをクリックします。 

 

  



5章 5.4 メール再送信方法（都道府県・政令指定都市） 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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4. 再送信するメール内容を入力し「メール再送信」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

! 注意 

◼ 事業所の送信先メールアドレスには、緊急連絡先メールアドレスが指定されます。 

◼ 都道府県・政令指定都市のみ可能な操作となります 

 

  



6章 6.1 備蓄状況報告確認画面の起動方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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6章  備蓄状況報告を確認する 

備蓄状況の報告内容を閲覧する機能です。 

6.1. 備蓄状況報告確認画面の起動方法 

ヘッダーメニューあるいは業務メニュー画面の「備蓄状況報告確認」をクリックすると起動し

ます。 

 

 

  



6章 6.2 備蓄状況報告確認方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 
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6.2. 備蓄状況報告確認方法 

(1) 備蓄状況の回答事業所を検索する  

1. 報告形態で「個別報告」「一括報告（最新）」「 一括報告」のいずれかまたはす

べてを選択します。 

! 報告形態について 

◼ 個別報告：自身の事業所の備蓄状況のみ報告している事業所 

◼ 一括報告：自身の事業所と同一の場所で備蓄品を管理している事業所を、同じ備蓄

情報としてまとめて報告している、もしくはされている事業所 

◼ 一括報告：報告内容が古い可能性がある事業所（一括報告の対象外となり更新さ

れていないため） 
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2. その他検索条件を設定し「検索する」ボタンをクリックします。 

※ 各備蓄状況を選択すると、選択した条件に絞られます。 

※ ログインした都道府県と市区町村に該当する事業所のみに絞られます。 

! 注意 

◼ 公表対象事業所の場合、基本情報の調査票で「市区町村コード」が未選択の時は、

検索結果の事業所一覧には表示されません。 

◼ 被災報告対象事業所の場合、被災状況確認事業所一覧ファイルで「市区町村コー

ド」が未入力の時は、検索結果の事業所一覧には表示されません。 

（次のページへ続く） 

  

ログイン中のアカウントで

表示可能な管轄内の市区町

村が表示されます 
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（前ページからの続き） 
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3. 検索結果が表示されます。 
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(2) 備蓄状況の回答事業所の報告内容を確認する  

1. 備蓄状況報告確認画面の事業所一覧で、「参照」リンクをクリックします。 
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2. 選択した事業所の備蓄状況の報告内容を確認します。 

【災害対策】 

 

【感染症対策】 
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【備蓄物品】 

 

【その他】 

 

 

◼ 関連事業所として一括報告されている場合は、備蓄報告詳細画面の上部に一括報告

を行った事業所の情報を表示します。 
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(3) 検索結果を CSV 出力する  

1. 検索結果を CSV 形式で出力する場合は、「検索結果を CSV 出力する」ボタンをクリ

ックします。 

! 注意 

◼ 出力の件数により数分程度かかることがあります。 

 

2. CSV ファイルが出力されます。 
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(4) 検索結果の画面切り替えをする  

検索結果が表示件数よりも多い場合、ページ番号が表示されます。 

「<」「>」またはページ番号をクリックすることで画面の切り替えが行えます。 

 

 

(5) 備蓄状況の未報告事業所を検索する  

1. 報告形態で「未報告」を選択、その他検索条件を設定し「検索する」ボタンをクリ

ックします。 

! 注意 

◼ 公表対象事業所の場合、基本情報の調査票で「市区町村コード」が未選択の時は、

検索結果の事業所一覧には表示されません。 

◼ 被災報告対象事業所の場合、被災状況確認事業所一覧ファイルで「市区町村コー

ド」が未入力の時は、検索結果の事業所一覧には表示されません。 

 

  



6章 6.2 備蓄状況報告確認方法 

災害時情報共有システム操作マニュアル 

 

 - 69 - 

2. 検索結果が表示されます。 

検索結果を CSV 形式で出力する場合、「検索結果を CSV 出力する」ボタンをクリッ

クします。 

! 注意 

◼ 出力の件数により数分程度かかることがあります。 

 

 

3. CSV ファイルが出力されます。 
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(6) 検索条件を変更する  

1. 「検索条件」をクリックすると、「検索条件」領域が開きます。 
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2. 検索条件を変更して、「検索する」ボタンをクリックします。 

 

 

3. 検索結果が表示されます。 
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7章  緊急連絡先 CSV 出力する 

「緊急連絡先 CSV 出力」は介護事業所の緊急時の連絡先を出力する機能です。 

「介護サービス情報報告システム」にて介護事業所が登録した「緊急時の連絡先」が出力され

ます。 

※ 被災状況の報告対象とする 41 種類の介護サービス（P5）のうち、「特定施設」の指定を受

けるサービス（（**）のサービス）については、調査票報告用の ID で登録されている緊急

連絡先が出力されます。 

※ 被災状況の報告対象とする 41 種類の介護サービス（P5）のうち、「特定施設」の指定を受

けるサービス（（**）のサービス）について、被災状況報告用の ID で登録されている緊急

連絡先については、本機能では出力されません。「被災状況確認対象事業所管理」から出力

し確認します。 

※ 被災状況の報告対象とする 41 種類の介護サービス（P5）のうち、被災報告のみ行うサービ

ス（（***）のサービス）の緊急連絡先は、本機能では出力されません。「被災状況確認対

象事業所管理」から出力し確認します。 

※ 被災状況の報告対象とする 41 種類の介護サービス（P5）のうち、「特定施設」の指定を受

けるサービス（（**）のサービス）について緊急連絡先を変更する場合は、調査票報告用お

よび被災状況報告用の両 ID について修正する必要があります。 

7.1. 緊急連絡先 CSV 出力画面の起動方法 

ヘッダーメニューあるいは業務メニュー画面の「緊急連絡先 CSV 出力」をクリックすると起動

します。 

 

7.2. 緊急連絡先 CSV 出力する 

1. 介護サービスを選択します。 

すべてのサービス分を出力する場合は、「全サービス」を選択します。 
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2. 「CSV 出力する」ボタンをクリックするとダウンロードが開始されます。 

3. CSV ファイルがダウンロードされます。 
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8章  こんなときは 

8.1. システム外 こんなときは 

(1) Zip ファイルの解凍方法について  

Zip で圧縮されたファイルは、Windows の標準機能によって解凍することが可能です。なお、

Windows の画面では、「解凍」のことを「展開」と表示しています。 

1. カーソルを Zip ファイルに合わせてマウスの右ボタンをクリックしてください。 

2. 表示されたメニューより「すべて展開(A)…」を選択して展開ウィザードのウイ

ンドウを開きます。 

3. 「次へ」ボタンをクリックします。 

4. 解凍したファイルの保存先を選択して「次へ」ボタンを押します。 

5. これで Zip ファイルの解凍作業は完了です。解凍されたファイルをすぐに確認す

る場合、チェックをつけて「完了」ボタンを押してください。 

 

(2) お気に入りの追加をしたい  

管理システムを、インターネットブラウザ（Edge）の「お気に入り」に登録しておくと、次回

以降簡単に接続できるようになり、便利です。 

1. URL アドレスバー右横の「☆」マークをクリックします。 

2. 「お気に入りに追加されました」のダイアログが表示されますので、「お気に入

りの名前」・「保存先フォルダ―」を任意のものに設定してください。 

3. 「完了」ボタンをクリックします。 

また、お気に入りの使い方は以下の通りです。 

1. URL アドレスバー右横の「☆≡」をクリックします。 

2. 「お気に入り一覧」が表示されます。  
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(3) JavaScript の設定を変更したい  

本システムでは、JavaScript を使用しております。すべての機能をお使いいただくためには、

JavaScript を有効にしておく必要があります。 

※ ブラウザの設定を変更されていない場合はデフォルトのままで問題ございません。 

ブラウザの設定を変更している方のみ、ご確認ください。 

JavaScript の設定方法は以下の通りです。 

1. Edge ブラウザを開きます。 

2. 「…」をクリックし、「設定」をクリックします。 

3. 設定画面が開きます。 

4. 左上の「設定の検索」ウィンドウに「java」と入力します。 

5. 検索結果の「JavaScript」をクリックします。 

6. 「許可(推奨)」を有効にして設定完了です。スライドボタンが青色になっていれ

ば有効です。 

(4) アカウントのパスワードを変更したい（一般市区町村、中核市）  

! 一般市区町村、中核市のアカウントは「生活関連情報管理システム」のアカウント

情報を使用しております。「生活関連情報管理システム」は以下の業務で使用され

ておりますので、アカウント情報を追加・変更される場合は、他の業務で使用され

ているご担当者様へご相談のうえ実施してください。 

■ 以下の施設情報登録  

・地域包括支援センター  

・生活支援等サービス  

・認知症に関する相談窓口 

・有料老人ホーム（中核市のみ） 

アカウントのパスワード変更は生活関連情報管理システムから行えます。 

生活関連情報管理システムを開きます。URL は利用するネットワークにより異なりま

す。 

ご利用のネットワーク環境に応じた URL を開いてください。 
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インターネットからのアクセス：

(https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/seikatu_kanri/) 

LGWAN からのアクセス：

(https://www.kaigokensaku.mhlw.hq.admix.go.jp/seikatu_kanri/) 

1. ログイン画面で「ID」「パスワード」を入力し、「ログイン」ボタンをクリックし

ます。 

 

2. 業務メニューの「アカウント情報管理」をクリックします。 

 

3. 変更したいアカウントの情報を入力して「検索する」をクリックします。 

 

「ID」「パスワード」の

入力をします。 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/seikatu_kanri/
https://www.kaigokensaku.mhlw.hq.admix.go.jp/seikatu_kanri/
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4. 変更したいアカウントの「編集する」をクリックします。 

 

5. 任意のパスワードを入力して「確認して登録する」をクリックします。 
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6. 確認画面で変更した情報を確認し「登録する」をクリックして変更完了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 


